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第
二
回
定
例
会
初
日
の
六
月
十

八
日
（
金
）
に
、
議
長
、
副
議
長

を
は
じ
め
議
会
役
員
の
改
選
を
行

い
ま
し
た
。
ま
た
、
各
常
任
委
員

会
や
議
会
運
営
委
員
会
等
の
委
員

も
選
任
し
、
議
会
の
新
し
い
体
制

が
整
い
ま
し
た
の
で
、
紹
介
し
ま

す
。

■
議　

長　
　
　

来
田　
　

守

■
副
議
長　
　
　

徳
田　

直
彦

■
阪
神
水
道
企
業
団
議
会
議
員

　
　
　
　
　
　
　

松
木　

義
昭

■
監
査
委
員
（
議
会
選
出
）

　
　
　
　
　
　
　

平
野　

貞
雄

■
各
常
任
委
員
会
（
左
に
掲
載
）

　

今
定
例
会
で
同
意
し
た
人
事
案

件
は
次
の
と
お
り
で
す
。（
敬
称
略
）

■
監
査
委
員
（
任
期
・
四
年
）

▽
竹
内　

知
行
（
た
け
う
ち　

と

人　
事　
案　
件

も
ゆ
き
）

　

川
西
町
二
―
三
〇
―
九
〇
一

■
人
権
擁
護
委
員
（
任
期
・
三
年
）

▽
黒
木　

雄
介
（
く
ろ
き　

ゆ
う

す
け
）

　

南
宮
町
一
八
―
一
八
―
五
一
一

■
議
会
運
営
委
員
会

　

委　
員　
長　
　

山
村　

悦
三

　

副
委
員
長　
　

帰
山　

和
也

　

委　
　

員　
　

中
島　

健
一

　
　
　
　
　
　
　

灘
井　

義
弘

　
　
　
　
　
　
　

田
中
え
み
こ

　
　
　
　
　
　
　

長
野　

良
三

■
議
会
報
編
集
委
員
会

　

委　
員　
長　
　

来
田　
　

守

　

副
委
員
長　
　

徳
田　

直
彦

　

委　
　

員　
　

幣
原　

み
や

　
　
　
　
　
　
　

山
口
み
さ
え

　
　
　
　
　
　
　

木
野
下　

章

　
　
　
　
　
　
　

田
原　

俊
彦

　
　
　
　
　
　
　

寺
前　

尊
文

　
　
　
　
　
　
　

小
川　

芳
一

徳田　直彦
副 議 長

来田　　守
議 長

総
務
常
任
委
員
会

議長・副議長など選出
新しい議会体制整う

付 議 事 件 の 審 議 結 果
結　　　果件　　　　　　　　　　名議案番号

承 認（７／／７）

承 認（７／／７）

承 認（７／／７）

承 認（７／／７）

承 認（７／／７）

承 認（７／／７）

同 意（６／／１８）

同 意（６／／１８）

可 決（７／／７）

可 決（７／／７）

可 決（７／／７）

可 決（７／／７）

可 決（７／／７）

可 決（７／／７）

可 決（７／／７）

可 決（７／／７）

可 決（７／／７）

可 決（６／／１８）

同 意（６／／１８）

芦屋市市税条例の一部改正

芦屋市消防団員等公務災害補償条例の一部改正

１５年度一般会計補正予算（第６号）

１５年度介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

１５年度病院事業会計補正予算（第１号）

１５年度水道事業会計補正予算（第１号）

監査委員の選任

人権擁護委員の候補者の推薦

公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の制定

芦屋市市税条例の一部改正

市立芦屋高等学校の設置、管理条例を廃止する条例の制定

芦屋市火葬場の設置および管理に関する条例の全部改正

芦屋市消防団員退職報償金支給条例の一部改正

１６年度一般会計補正予算（第１号）

１６年度下水道事業特別会計補正予算（第１号）

１６年度老人保健医療事業特別会計補正予算（第１号）

住居表示を実施すべき市街地の区域及び住居表示の方法

芦屋市指定金融機関の指定

監査委員の選任

報１

報２

報３

報４

報５

報６

４０

４１

４２

４３

４４

４５

４６

４７

４８

４９

５０

５１

５２

市　
　

長　
　

提　
　

出　
　

議　
　

案

可 決（６／／１８）

可 決（６／／１８）

否 決（７／／７）

可 決（７／／７）

可 決（７／／７）

芦屋市議会会議規則の全部を改正する規則の制定

芦屋市議会委員会条例の全部を改正する条例の制定

自衛隊の多国籍軍参加に反対し、即時撤退を求める意見書

地方分権確立のため真の三位一体改革実現を求める意見書

犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書

１５

１６

１７

１８

１９

議
員
提
出
議
案

採 択（７／／７）

継続審査（７／／７）

みなし不採択（７／／７）

採 択（７／／７）

精神保健福祉拠点施設建設のため市有地の一部貸与を

義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書

市立芦屋高等学校の存続を求める請願書

南芦屋浜の整備事業に関する請願

１６

１７

１８

１９

請　

願

民
生
文
教
常
任
委
員
会

建
設
常
任
委
員
会

可決した意見書（要旨）

■地方分権を確立するための真の三位
一体改革の実現を求める意見書
　政府及び国会においては、２年目を
迎える三位一体改革が地方分権の理念
に基づいた真の地方分権改革となるよ
う、以下の事項についてその実現を強
く求める。

記
１．地方交付税制度については、財源
保障及び財源調整の両機能を堅持し、
地方の実情等を十分踏まえ、その所
要総額を確保すること。特に、地方
交付税総額は、平成１５年度以前の水
準以上を確保すること。
２．税源移譲については、平成１７年度
において基幹税による３兆円規模の
税源移譲を先行決定し、実施するこ
と。
３．国庫補助負担金については、地方
分権の理念に沿い、地域の実態を踏
まえ、単なる地方公共団体への負担
転嫁は絶対行わないこと。
４．三位一体改革に当たっては、全体
像と工程表を早急に示し、地方公共
団体の意向を十分尊重し、行財政運
営に支障が生ずることがないよう対
処すること
提出先：衆議院議長、参議院議長、内

閣総理大臣、内閣官房長官、

経済財政政策担当大臣、総務
大臣、財務大臣、経済産業大
臣、文部科学大臣、厚生労働
大臣、国土交通大臣、経済財
政諮問会議

■犯罪被害者の権利と被害回復制度の
確立を求める意見書
　治安が悪化し多くの国民が犯罪被害
に対する不安を抱き、国民の誰もが犯
罪被害者となる可能性がある以上、犯
罪被害者が被害の回復と支援を求める
こと等を正当な権利と位置付け、医療
と生活の補償や精神的支援などの救済
措置を講ずることは国の責務である。
　よって、国におかれては、次の措置
について早急に検討し、犯罪被害者の
権利と被害回復制度の確立を図られる
よう強く要望する。

記
１．犯罪被害者のための刑事司法を実
現すること
２．犯罪被害者が刑事手続きに参加で
きる制度を創設すること
３．犯罪被害者が民事上の損害回復が
できる制度を確立すること
４．被害者救済のため、被害者基本法
を制定すること
提出先：衆議院議長、参議院議長、内

閣総理大臣、総務大臣、法務
大臣、財務大臣、国家公安委
員長、警察庁長官

都筑　省三
委 員

山村　悦三
委 員

幣原　みや
副 委 員 長

前田　辰一
委 員

重村啓二郎
委 員

田原　俊彦
副 委 員 長

田中えみこ
委 員 長

松木　義昭
委 員

平野　貞雄
委 員

畑中　俊彦
委 員

寺前　尊文
委 員

帰山　和也
委 員

小川　芳一
委 員

来田　　守
委 員

山口みさえ
委 員

山田みち子
委 員 長

長野　良三
委 員

大久保文雄
委 員

中島　健一
委 員

徳田　直彦
委 員

木野下　章
委 員

伊藤とも子
委 員 長

灘井　義弘
委 員

青木　　央
副 委 員 長


